
松本市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 ご入学、ご進級おめでとうございます。穏やかな春の日差しとともに、新年度を迎えることができました。 

今年度も子どもたちにとって明るく生き生きと過ごすことができる、安全な居場所となるよう、職員一同

精一杯務めて参ります。保護者の皆様、地域の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

令和５年度 ４月号 

田川児童センターだより 
松本市渚1－6－9    ☎25－1206    FAX87－1835 

 

児童センター利用のご案内 

〇児童センター事業<一般来館> 

・18歳未満の児童は誰でも利用できます。 

学校登校日・・ 12：30～18：30 

学校休業日・・  8：30～18：30 

・就学前のお子さんは、保護者同伴でご利用ください。 

・センターでの飲食はできません。（水分補給でのお茶

等は可） 

〇放課後児童健全育成事業 

・保護者の就労等により放課後留守家庭になる小学生

のお子さんを有料の登録制でお預かりします。 

〇一時利用 

・保護者が冠婚葬祭、仕事などの場合、小学生のお子さ

んを一日単位でお預かりします。事前に登録予約が必

要です。 

    

         

 

 

４月の予定 

 

◇1年生センター探検 ３日（月）・７日（金） 

・センターはどんなところかな。探検してみましょう。 

◇おはなしの会 17日（月）3：00～ 

・上條先生の楽しい紙芝居です。お楽しみに♫ 

◇1年生を迎える会 27日（木）3：30～ 

・楽しい企画を考えています。 

◇大切な人へのプレゼント作り 24日（月）～28日（金） 

・ありがとうの気持ちをこめて、作りましょう。 

◇運動あそび  日程は後日お知らせします。 

・体を動かしてみんなで楽しみましょう 

 

児童館・児童センターは「子どもの権利に関する条約」「子どもの居場所作り」を推進しています。児童相談をいつでも受け

付けしています。お気軽にお越しください。 

 
センターの様子 

 

 

かわいいつ

るしびながで

きました！ 

 

お楽しみ発表会に 

むけて、ダンス、けん玉、

コマの練習を頑張って

います。 

 

今年度、運動あそびを指導して下さった赤澤先生。

4月から、長野で体育の先生としてお仕事をされる 

事になりました。ありがとうございました。 

 

 
 

 

 

 

 
 

  


